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厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その９）」の送付について 

 

 

 

平成３０年度診療報酬改定に関する情報等につきましては、平成３０年３月６日付日医発 

第１１２５号（保２１２）「平成３０年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内につ

いて」等により、逐次ご連絡申し上げているところであります。 

今般、厚生労働省保険局医療課より、平成３０年度診療報酬改定に関するＱ＆Ａ「疑義

解釈資料の送付について（その９）」が発出されましたので、取り急ぎご連絡申し上げま

す。 

以上、本件について貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【添付資料】 

疑義解釈資料の送付について（その９） 

（平 30.11.19 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



事 務 連 絡

平成 30 年 11 月 19 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その９）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43

号）等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」（平成 30 年３月５日保医発 0305 第２号）等により、平成 30 年

４月１日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに

係る疑義照会資料を別添１から３のとおり取りまとめたので、参考までに送

付いたします。



医科 1 

 

〈 別 添 １ 〉 

医科診療報酬点数表関係   

 

 

【看護補助加算】 

問１ 区分番号「Ａ２１４」看護補助加算の夜間看護体制加算における看護補

助者の夜勤時間帯の配置について、配置されている看護補助者全員（みなし

看護補助者を除く。）が夜勤時間帯のうち４時間以上配置される日が週３日

以上必要か。 

（答）看護補助者全員（みなし看護補助者を除く。）が夜勤時間帯に勤務する必

要はなく、看護補助者（みなし看護補助者を除く。）が夜勤時間帯のうち４時

間以上配置される日が週３日以上あればよい。 

 

【リンパ浮腫複合的治療料】 

問２ リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の（１）ウについて、「疑義

解釈資料の送付について（その４）」（平成 28年６月 14日付け事務連絡）別

添１の問 23 で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件

を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修（平成 29 年度に実施さ

れたものに限る）を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育

要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。 

 

（座学部分のみ要件を満たす研修として） 

・一般財団法人ライフ・プランニング・センターによる「新リンパ浮腫研修」 

・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医師対象理論講

習会」 

（実習部分のみ要件を満たす研修として） 

・フランシラセラピストスクール日本校による「認定「リンパ浮腫セラピスト」

実技コース」 

・一般社団法人ＩＣＡＡによる「リンパ浮腫専門医療従事者育成講座」 

・一般社団法人日本浮腫緩和療法協会による「日本浮腫緩和療法協会定期講座

全コース」 

・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラ

ピスト養成講座実技実習コース」 

・日本ＤＬＭ技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM研修」新リンパ浮

腫研修対応コース」 

・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「新リンパ浮腫研



医科 2 

 

修修了者対象実技講習会」 

・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会 A：リン

パ浮腫治療・実技コース」 

・MLDトレーニングセンター（旧:ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー）

による「Dr. Vodder’s MLD リンパ浮腫治療専科課程（セラピー２＆３）」 

・公益財団法人日本理学療法士協会及び一般社団法人日本作業療法士協会の

共催による「リンパ浮腫複合的治療料実技研修会」 

（座学部分、実習とも要件を満たす研修として） 

・公益財団法人がん研究会有明病院による「リンパ浮腫セラピスト養成講習

会」 

・日本ＤＬＭ技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM 研修」年間コー

ス」 

・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラ

ピスト養成講座 座学＋実技実習コース」 

・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会 B：リン

パ浮腫治療・座学実技コース」 

・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医療リンパドレ

ナージセラピスト養成講習会」 

（答）よい。 

 

【手術】 

問３ 区分番号「Ｋ６９５－２」腹腔鏡下肝切除術（亜区域切除、１区域切除

（外側区域切除を除く。）、２区域切除及び３区域切除以上のもの）に関する

施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び

術後の管理等を行っていることは具体的には何を指すのか。 

（答）現時点では、日本外科学会系のデータベースである National Clinical 

Database に症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を

行っている場合を指す。 

  なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成 28年３

月 31日付け事務連絡）別添１の問 173は廃止する。 

 



DPC1 

 

〈 別 添 ２ 〉 

医科診療報酬点数表関係（ＤＰＣ）  

 

 

【重症度、医療・看護必要度】 

問１ ＤＰＣ対象病院における、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評

価の対象について、「ＤＰＣ対象病院において短期滞在手術等基本料２又は

３の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った患者（入院した日から起

算して５日までに退院した患者に限る。）は評価の対象としない。」とあるが、

評価の対象としない者については、短期滞在手術等基本料の「退院翌日に患

者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行う。」等、当該手術等の

実施以外の短期滞在手術等基本料の留意事項の要件を満たした者のみが該

当するのか。 

（答）短期滞在手術等基本料の留意事項「退院翌日に患者の状態を確認する」等

を満たす必要は無く、短期滞在手術等基本料２又は３の対象となる手術、検査

又は放射線治療を実施した患者は評価の対象としない者として取り扱う。 

 

【ＤＩＣ】 

問２ 診断群分類 120290 産科播種性血管内凝固症候群及び 130100 播種性血

管内凝固症候群によって請求する場合、ＤＩＣに係る事項については、症状

詳記を添付及び「出来高部分」欄への記載の両方が必要か。 

（答）必ずしも症状詳記を添付する必要はなく、「出来高部分」欄にＤＩＣに係

る症状詳記の記載をすればよい。 

 

【同一傷病での再入院の取扱い】 

問３ ７日以内の再入院であって、前回の入院と今回の入院の「医療資源を最

も投入した傷病名」がそれぞれ、030011 唾液腺の悪性腫瘍、030012 上咽頭

の悪性腫瘍のように、診断群分類の上６桁が 03001x として同一となる場合

は、同一として一連の入院として取り扱うか。 

（答）一連の入院として取扱う。 

 

【手術・処置等１の選択】 

問４ 区分番号「Ｋ７４０」直腸切除・切断術及び区分番号「Ｋ７４０－２」

腹腔鏡下直腸切除・切断術を実施し人工肛門造設術を併せて実施した場合に

算定する「人工肛門造設加算」について、当該加算を算定する術式及び人工

肛門造設術を実施した場合、診断群分類における手術・処置等１の区分番号



DPC2 

 

「Ｋ７２６」人工肛門造設術又は「Ｋ７２６－２」腹腔鏡下人工肛門造設術

を実施したとして、手術・処置等１「あり」を選択してよいか。 

（答）そのとおり。その際はレセプトの診療関連情報欄に、区分番号「Ｋ７２６」

人工肛門造設術又は区分番号「Ｋ７２６－２」腹腔鏡下人工肛門造設術」を記

載すること。 

 



調剤 1 

 

〈 別 添 ３ 〉 

調剤診療報酬点数表関係   

 

 

【地域支援体制加算】 

問１ 平成 31年４月以降、｢地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書

類｣（様式 87の３）には、医薬品医療機器等法の薬局機能情報提供制度にお

ける「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」に係る掲載内容

の写しを添付することとされている。一方、当該情報提供制度においては、

都道府県の体制整備等に要する期間として、平成 31 年 12 月 31 日までの間

は経過措置が設けられている。都道府県の体制が整備されていない場合、「プ

レアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しは提出

する必要はあるのか。 

（答）各都道府県において必要な体制が整備されるまでの間は、「プレアボイド

事例の報告・収集に関する取組の有無」の掲載内容の写しの提出は不要である。

一方、様式 87の３に記載されているプレアボイド事例の取組実績があること

を確認できる資料の写しについては提出が必要であり、プレアボイド事例の

取組実績の確認は当該資料により行われることとなる。 

 

 

 

 


